
朝日町公告第２２号 

下記の物品供給について、次の通り一般競争入札を行うので、朝日町会計規則（昭和５５年

朝日町規則第４号）第７３条の規定に基づき公告する。 

令和８年５月１５日 

朝日町長 矢野 純男   

 

１ 一般競争入札に付する事項 

（１）件  名 朝日町庁舎他７施設で使用する電力の供給（長期継続契約） 

（２）供給場所 三重郡朝日町地内（朝日町庁舎他７施設） 

（３）供給概要 別紙仕様書のとおり（再生可能エネルギー比率等の条件は付していない） 

（４）契約期間 契約締結日から令和９年８月３１日まで（※契約期間には準備期間を含む） 

（５）供給期間 令和８年９月１日００時００分から令和９年８月３１日２４時００分まで 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

一般競争入札に参加できる者は、次に掲げる事項のすべてに該当する者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者 

（２）入札の公告の日において、朝日町入札参加資格者名簿において「（大分類）エネルギー

（中分類）電気（品目）電力供給」に登録されている者 

（３）公告から入札までの間に、朝日町から資格（指名）停止を受け、又はその期間中でない 

   者 

（４）電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条の２の規定による小売電気事業の登録

を受けているものであること 

（５）公告日から過去５年間において、国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる団体に 

対して、電力供給契約を受注者として締結し、電力供給実績があること。また、それら

を誠実に履行しているものであること。 

（６）国税、朝日町税及び朝日町に対する債務について、滞納のないものであること。 

（７）入札参加有資格者が入札までに入札参加資格条件を満たさなくなったときは、入札に 

参加できない。 

（８）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）による更生手続開始の申立てがなされている

者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）による再生手続開始の申立てがなされ

ている者（手続開始の決定後の者は除く。）等経営状態が著しく不健全な者でないこと。 

（９）次の暴力団等排除措置要件に該当していない者  

①役員等（法人にあっては役員（非常勤の者を含む。）、支配人及び支店又は営業所（常時 

物品購入等の契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。） の代表者を、法人格

を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその

者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。 以下同じ。）が暴力団員（朝日町暴力

団排除条例第２条第２号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である。  

 



②暴力団(朝日町暴力団排除条例(平成２３年朝日町条例第１号)第２条第１号に規定する

暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる。  

③役員等が、その属する法人、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的で、又は第三

者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用している。  

④役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的

若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与している。  

⑤③及び④に掲げる場合のほか、役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべ

き関係を有している。 

 

３ 入札手続き 

（１）入札参加申請書の提出期限 

  令和８年６月３日（水）午後４時３０分まで 

（２）提出先 

  〒５１０－８５２２ 

   三重県三重郡朝日町大字小向８９３番地 

   朝日町役場 管理サポート課 

（３）提出方法 

  持参又は郵送（郵送の場合は期限必着） 

（４）提出書類 

  ア 一般競争入札参加資格確認申請書（指定用紙） 

  イ 履行実績を称する書類の写し 

  ウ 小売電気事業の登録が確認できる書類の写し 

（５）資格の確認結果通知 

入札参加資格がない者のみ、令和８年６月４日（木）までに電話により連絡する。 

  なお、参加資格があると認められた者については連絡しない。 

 

４ 質問及び回答 

 本入札に関して質問があるときは、本町指定の質問書を作成し、下記により提出すること。 

（１）受付期間 

令和８年５月２１日（木）正午まで（必着） 

（２）提出方法 

持参、郵送又は電子メールにより朝日町役場管理サポート課へ提出すること。 

（※郵送の場合は期限必着） 

（３）質問に対する回答 

質問の回答は、令和８年５月２８日（木）午後１時から午後４時の間に町ホームページに 

掲載する。 

 

 



５ 入札日時・場所 

（１）入札日時 令和８年６月８日（月）１０時００分 

（２）入札場所 朝日町役場 ２階 大会議室 

 

６ 入札書に記載する事項 

（１）朝日町の指定様式の入札書に件名及び入札日を公告の記載に従い記入の上、入札日時に

入札場所へ持参すること。 

（２）落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税相当額を加算

した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）を

もって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか、

免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額から消費税及び地方消費税相当額

を減算した金額を入札書に記載すること。 

（３）入札書は封筒に入れ、必ず封印し、入札（開札）日、業務名、入札者の氏名（法人にあ

っては、名称及び代表者の氏名）及び住所を記入すること。 

（４）本契約は単価契約とし、契約単価に基づき、各月の実際の使用電力量に応じて支払うも

のとする。なお、予定使用電力量は参考値であり、その増減について町は責任を負わない。 

（５）なお、入札金額の比較は、予定使用電力量に基づき算定した年間総額により行うものと

する。 

 

７ 入札保証金 

 免除 

 

８ 契約保証金 

 免除 

 

９ 最低制限価格 

 なし 

 

１０ 予定価格 

 非公表 

 

１１ 支払条件 

（１）前払金 なし 

（２）部分払 なし 

（３）概算払 なし 

（４）その他 支払は月払いとし、毎月の使用電力量（検針結果）に基づき、受託者からの請

求により支払うものとする。支払期限は、適法な請求書を受理した日から３０

日以内とする。 



１２ 入札に関する注意事項 

（１）入札回数は、３回までとする。 

（２）入札を希望しない場合には、参加しないことができるので、入札時刻前までに入札辞退

届を提出すること。 

（３）予定価格より高い価格での入札は、落札外とする。 

（４）入札参加者が１者であっても、入札は成立するものとする。 

 

１３ 入札の無効 

 朝日町会計規則第８２条の規程に該当するもののほか、次のいずれかに該当する入札は、無

効とする。 

（１）入札に参加する資格のない者が入札したとき。 

（２）入札者が、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をしたとき。 

（３）入札書の金額、氏名、印影若しくは重要な文字の誤脱若しくは識別し難い入札又は金額

を訂正した入札をしたとき。 

（４）その他契約担当者があらかじめ指示した事項に違反したとき。 

 

１４ 入札の中止等 

（１）天災その他やむを得ない事由により入札を執行できないと認められたときは、入札を延

期し、又は中止する。 

（２）入札が延期又は中止となった場合における費用は、入札参加希望者の負担とする。 

 

１５ その他 

（１）資料作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。 

（２）一度提出した資料の修正は一切受け付けない。また、資料の返却は行わない。 

 

１６ 問合せ先 

 朝日町役場 管理サポート課（担当：種村） 

 〒５１０-８５２２ 三重県三重郡朝日町大字小向８９３番地 

 TEL ０５９－３７７－５１９５ 

 FAX ０５９－３７７－５１９６ 

 MAIL kanri@town.asahi.mie.jp 


